
平成24年度一関市ホームページ広告掲載に係る仕様書 

 

１ バナー広告の規格 

⑴ 大きさ 縦60ピクセル×横120ピクセル 

⑵ 形式 「gif（アニメーションは不可とする。）」又は「jpg」の拡張子をもつもの 

⑶ データ容量 ４キロバイト以下 

⑷ 掲載場所 市ホームページ（http://www.city.ichinoseki.iwate.jp/）のトップページ 

 

２ バナー広告の数量 

バナー広告の数量は４枠とし、一人の広告主について１枠に限るものとする。 

 

３ バナー広告の掲載期間、掲載開始日及び掲載終了日 

  バナー広告の掲載期間（単位）、掲載開始日及び掲載終了日は、下記に掲げるとおりと

する。なお、複数の単位にわたり掲載を行う場合の掲載終了日は、掲載期間の最終の月

に掲げる掲載終了日とする。 

掲載終了及び掲載開始の時刻は、下記に掲げる日の概ね午前９時とする。 

掲載期間（単位） 掲載開始日 掲載終了日 

４月 平成 24 年３月 30 日 平成 24 年５月１日 

５月 平成 24 年５月１日 平成 24 年６月１日 

６月 平成 24 年６月１日 平成 24 年７月２日 

７月 平成 24 年７月２日 平成 24 年８月１日 

８月 平成 24 年８月１日 平成 24 年８月 31 日 

９月 平成 24 年８月 31 日 平成 24 年 10 月１日 

10 月 平成 24 年 10 月１日 平成 24 年 11 月１日 

11 月 平成 24 年 11 月１日 平成 24 年 11 月 30 日 

12 月 平成 24 年 11 月 30 日 平成 24 年 12 月 28 日 

１月 平成 24 年 12 月 28 日 平成 25 年２月１日 

２月 平成 25 年２月１日 平成 25 年３月１日 

３月 平成 25 年３月１日 平成 25 年４月１日 

 

４ バナー広告掲載料 

バナー広告の掲載料は、１掲載期間につき１枠あたり10,500円とする。 


